
○

人
事
院
規
則
一
―
七
九
（
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
人
事
院
規
則
の
整
備
等
に
関

す
る
人
事
院
規
則
）

新
旧
対
照
表

（
本
則
の
網
掛
け
部
分
及
び
附
則
の
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
人
事
院
規
則
一
―
三
四
の
一
部
改
正
）

（
人
事
院
規
則
一
―
三
四
の
一
部
改
正
）

第
三
条

人
事
院
規
則
一
―
三
四
（
人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
）
の
一
部
を
次
の
表
に

第
三
条

人
事
院
規
則
一
―
三
四
（
人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
）
の
一
部
を
次
の
表
に

よ
り
改
正
す
る
。

よ
り
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

改

正

後

改

正

前

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間

（
第
三
条
関
係
）

（
第
三
条
関
係
）

（
第
三
条
関
係
）

（
第
三
条
関
係
）

三

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

四

分
限

四

分
限

四

分
限

四

分
限

人
事
管
理
文
書
の
区

基
準

保
存

人
事
管
理
文
書
の
区

基
準

保
存

人
事
管
理
文
書
の
区

基
準

保
存

人
事
管
理
文
書
の
区

基
準

保
存

分

日

期
間

分

日

期
間

分

日

期
間

分

日

期
間

法

第
八
十

同
条

三
年

法

第
八
十

同
条

三
年

法

第
八
十

同
条

三
年

法

第
八
十

同
条

三
年

一
条
の

第
一

一
条
の

の
規

一
条
の

第
一

一
条
の

の
規

五
第
二

項
か

三
第
二

定
に

五
第
二

項
か

三
第
二

定
に

項
又
は

ら
第

項
の
承

よ
る

項
又
は

ら
第

項
の
承

よ
る

第
四
項

四
項

認
に
関

勤
務

第
四
項

四
項

認
に
関

勤
務



の
承
認

ま
で

す
る
文

の
終

の
承
認

ま
で

す
る
文

の
終

に
関
す

の
規

書
等

了
し

に
関
す

の
規

書
等

了
し

る
文
書

定
に

た
日

る
文
書

定
に

た
日

等

よ
る

等

よ
る

異
動

異
動

期
間

期
間

の
延

の
延

長
の

長
の

終
了

終
了

し
た

し
た

日

日

第
八
十

同
条

三
年

第
八
十

同
条

一
条
の

第
一

一
条
の

第
一

七
第
一

項
又

七
第
一

項
又

項
た
だ

は
第

項
た
だ

は
第

し
書
又

二
項

し
書
又

二
項

は
第
二

の
規

は
第
二

の
規

項
の
承

定
に

項
の
承

定
に

認
に
関

よ
る

認
に
関

よ
る

す
る
文

勤
務

す
る
文

勤
務

書
等

の
終

書
等

の
終

了
し

了
し

た
日

た
日

五

（
略
）

五

（
略
）

五

（
略
）

五

（
略
）

備
考

備
考

備
考

備
考



一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
人
事
院
規
則
一
―
六
四
の
一
部
改
正
）

第
五
条

削
除

第
五
条

人
事
院
規
則
一
―
六
四
（
職
員
の
公
益
財
団
法
人
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
組
織
委
員
会
へ
の
派
遣
）
の
一
部
を
次
の
表
に
よ
り
改
正
す

る
。

改

正

後

改

正

前

（
派
遣
除
外
職
員
）

（
派
遣
除
外
職
員
）

第
三
条

令
和
三
年
オ
リ
ン
ピ
ッ

第
三
条

令
和
三
年
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
特
措
法
第

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
特
措
法
第

十
六
条
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で

十
六
条
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で

定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職

定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職

員
と
す
る
。

員
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項

（
新
設
）

か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ

り
異
動
期
間
（
こ
れ
ら
の
規
定

に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含

む
。
）
を
延
長
さ
れ
た
管
理
監



督
職
を
占
め
る
職
員

三
～
十
二

（
略
）

二
～
十
一

（
略
）

（
派
遣
職
員
の
給
与
）

（
派
遣
職
員
の
給
与
）

第
十
条

派
遣
職
員
に
は
、
組
織
委

第
十
条

派
遣
職
員
に
は
、
組
織
委

員
会
か
ら
受
け
る
特
定
業
務
に
係

員
会
か
ら
受
け
る
特
定
業
務
に
係

る
報
酬
等
（
通
勤
手
当
、
特
殊
勤

る
報
酬
等
（
通
勤
手
当
、
特
殊
勤

務
手
当
、
超
過
勤
務
手
当
、
休
日

務
手
当
、
超
過
勤
務
手
当
、
休
日

給
、
夜
勤
手
当
、
宿
日
直
手
当
及

給
、
夜
勤
手
当
、
宿
日
直
手
当
及

び
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
（
以

び
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
通
勤
手
当

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
通
勤
手
当

等
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
も

等
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て

「

派

遣

先

報

酬

等

」

と

い

て

「

派

遣

先

報

酬

等

」

と

い

う
。
）
の
年
額
が
、
派
遣
職
員
に

う
。
）
の
年
額
が
、
派
遣
職
員
に

係
る
派
遣
の
期
間
の
初
日
の
前
日

係
る
派
遣
の
期
間
の
初
日
の
前
日

に
お
け
る
給
与
の
額
を
基
礎
と

に
お
け
る
給
与
の
額
を
基
礎
と

し
、
給
与
法
第
八
条
第
六
項
の
規

し
、
給
与
法
第
八
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
標
準
号
俸
数
（
同
条
第

定
に
よ
り
標
準
号
俸
数
（
同
条
第

七
項
に
規
定
す
る
人
事
院
規
則
で

七
項
に
規
定
す
る
人
事
院
規
則
で



定
め
る
基
準
に
お
い
て
当
該
職
員

定
め
る
基
準
に
お
い
て
当
該
職
員

に
係
る
標
準
と
な
る
号
俸
数
を
い

に
係
る
標
準
と
な
る
号
俸
数
を
い

う
。
）
を
昇
給
す
る
も
の
と
し
て

う
。
）
を
昇
給
す
る
も
の
と
し
て

算
定
し
た
給
与
（
通
勤
手
当
等
を

算
定
し
た
給
与
（
通
勤
手
当
等
を

除
く
。
）
の
年
額
（
当
該
年
額
が

除
く
。
）
の
年
額
（
当
該
年
額
が

部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
著

部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
著

し
く
失
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

し
く
失
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
の
定
め
る

に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
。
以

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
派
遣
前
給

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
派
遣
前
給

与
の
年
額
」
と
い
う
。
）
に
満
た

与
の
年
額
」
と
い
う
。
）
に
満
た

な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
組
織
委
員

な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
組
織
委
員

会
に
お
い
て
特
定
業
務
が
円
滑
か

会
に
お
い
て
特
定
業
務
が
円
滑
か

つ
効
果
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確

つ
効
果
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確

保
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と

保
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
派
遣

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
派
遣

の
期
間
中
、
俸
給
、
扶
養
手
当
、

の
期
間
中
、
俸
給
、
扶
養
手
当
、

地
域
手
当
、
広
域
異
動
手
当
、
研

地
域
手
当
、
広
域
異
動
手
当
、
研

究
員
調
整
手
当
、
住
居
手
当
及
び

究
員
調
整
手
当
、
住
居
手
当
及
び



期
末
手
当
（
以
下
こ
の
条
並
び
に

期
末
手
当
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い

て
「
俸
給
等
」
と
い
う
。
）
の
そ

て
「
俸
給
等
」
と
い
う
。
）
の
そ

れ
ぞ
れ
百
分
の
百
以
内
を
支
給
す

れ
ぞ
れ
百
分
の
百
以
内
を
支
給
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
六

六
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
派
遣
職
員
の
給

与
）

２

派
遣
職
員
が
給
与
法
附
則
第
八

（
新
設
）

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員

と
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
分
の

間
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
職
員
と
な
っ
た
日
を
派
遣
の
期

間
の
初
日
の
前
日
と
み
な
し
て
、



第
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規

定
の
例
に
よ
り
、
俸
給
等
の
支
給

割
合
を
決
定
し
、
又
は
俸
給
等
を

支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
俸
給
等

（
新
設
）

の
支
給
割
合
を
決
定
し
、
又
は
俸

給
等
を
支
給
し
な
い
も
の
と
し
た

場
合
に
お
け
る
第
十
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項

中
「
派
遣
の
期
間
の
初
日
の
前

日
」
と
あ
る
の
は
「
給
与
法
附
則

第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

職
員
と
な
っ
た
日
」
と
、
同
条
第

二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は

「
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
前
項
」
と
、
同
条

第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の

は
「
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
前
二
項
」
と
、



同
条
第
四
項
中
「
派
遣
の
期
間
の

初
日
（
」
と
あ
る
の
は
「
給
与
法

附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
職
員
と
な
っ
た
日
（
附
則
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
」
と
、
「
第
一
項
」
と
あ
る

の
は
「
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
」

と
、
同
条
第
五
項
中
「
前
項
」
と

あ
る
の
は
「
附
則
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
」

と
、
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

「
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
」
と
、
同

条
第
六
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の

は
「
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
」
と
、

「
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え



ら
れ
た
第
四
項
」
と
、
「
派
遣
の

期
間
の
初
日
（
」
と
あ
る
の
は

「
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
日

（
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
」
と
す
る
。

（
人
事
院
規
則
九
―
九
三
の
一
部
改
正
）

（
人
事
院
規
則
九
―
九
三
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

人
事
院
規
則
九
―
九
三
（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
表
に

第
十
九
条

人
事
院
規
則
九
―
九
三
（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
表
に

よ
り
改
正
す
る
。

よ
り
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

改

正

後

改

正

前

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額

等
）

等
）

等
）

等
）

第
二
条

給
与
法
第
十
九
条
の
三
第

第
二
条

給
与
法
第
十
九
条
の
三
第

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

三
項
第
一
号
の
人
事
院
規
則
で
定

三
項
第
一
号
の
人
事
院
規
則
で
定

め
る
勤
務
は
、
次
に
掲
げ
る
勤
務

め
る
勤
務
は
、
次
に
掲
げ
る
勤
務

と
す
る
。

と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
項
第
五
号
に
掲
げ
る
職
員

二

次
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員



の
う
ち
事
務
次
官
、
内
部
部
局

の
う
ち
事
務
次
官
、
内
部
部
局

（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二

（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第

十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第

七
条
第
一
項
の
官
房
及
び
局
を

七
条
第
一
項
の
官
房
及
び
局
を

い
う
。
）
の
長
そ
の
他
こ
れ
ら

い
う
。
）
の
長
そ
の
他
こ
れ
ら

に
準
ず
る
官
職
と
し
て
人
事
院

に
準
ず
る
官
職
と
し
て
人
事
院

が
定
め
る
官
職
を
占
め
る
職
員

が
定
め
る
官
職
を
占
め
る
職
員

の
勤
務

の
勤
務

附

則

附

則

（
人
事
院
規
則
一
三
―
五
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

（
人
事
院
規
則
一
三
―
五
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
一
条

令
和
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
二
十
七
条
の
規
定
に

第
二
十
一
条

令
和
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
二
十
七
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
規
則
一
三
―
五
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第

よ
る
改
正
後
の
規
則
一
三
―
五
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第

二
号
中
「
第
六
十
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
十
条
の
二
第
一
項
又
は
国

二
号
中
「
第
六
十
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
十
条
の
二
第
一
項
又
は
国

家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
一
号
）
附
則
第
四

家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
一
号
）
附
則
第
四

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
す
る
。

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
す
る
。


